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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転者の顔画像を撮像する撮像手段と、
　前記顔画像に基づいて、前記運転者の口の動きの継続時間及び周期性の有無を検出する
検出手段と、
　前記継続時間及び前記周期性の有無に基づいて、前記口の動きの種類を判定する判定手
段と、
　前記口の動きの種類に基づいて、前記運転者の眠気を推定する推定手段と
　を備え、
　前記判定手段は、（ｉ）前記継続時間が第１所定時間よりも短い場合に、前記口の動き
の種類は前記眠気による口の動きであると判定し、（ｉｉ）前記継続時間が第１所定時間
よりも長く且つ前記周期性が無い場合に、前記口の動きの種類は会話による口の動きと判
定する
　ことを特徴とする眠気推定装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、（ｉ）前記継続時間が第１所定時間よりも短い場合に、前記口の動き
の種類は前記眠気による口の動きであると判定し、（ｉｉ）前記継続時間が第１所定時間
よりも長く且つ前記周期性が有る場合に、前記口の動きの種類は食事による口の動きと判
定し、（ｉｉｉ）前記継続時間が第１所定時間よりも長く且つ前記周期性が無い場合に、
前記口の動きの種類は前記会話による口の動きと判定することを特徴とする請求項１に記
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載の眠気推定装置。
【請求項３】
　前記推定手段は、前記口の動きの種類が前記食事による口の動きであると判定された場
合において、前記継続時間が第２所定時間よりも長い場合には、前記継続時間が前記第２
所定時間よりも短い場合と比べて、前記運転者の眠気が強い状態であると推定することを
特徴とする請求項２に記載の眠気推定装置。
【請求項４】
　前記運転者に対して複数種類の覚醒刺激を提供することが可能な提供手段と、
　前記口の動きの種類に応じて相異なる種類の覚醒刺激を提供するように前記提供手段を
制御する制御手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の眠気推定装置。
【請求項５】
　車両の運転者の顔画像を撮像する撮像工程と、
　前記顔画像に基づいて、前記運転者の口の動きの継続時間及び周期性の有無を検出する
検出工程と、
　前記継続時間及び前記周期性の有無に基づいて、前記口の動きの種類を判定する判定工
程と、
　前記口の動きの種類に基づいて、前記運転者の眠気を推定する推定工程と
　を含み、
　前記判定工程では、（ｉ）前記継続時間が第１所定時間よりも短い場合に、前記口の動
きの種類は前記眠気による口の動きであると判定し、（ｉｉ）前記継続時間が第１所定時
間よりも長く且つ前記周期性が無い場合に、前記口の動きの種類は会話による口の動きと
判定する
　ことを特徴とする眠気推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の搭乗者の眠気を推定する眠気推定装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、車両の搭乗者の動きから眠気（言い換えれば、覚醒度）を推定す
る装置が知られている。例えば特許文献１では、運転者の顔画像を撮像し、目の動き（半
眼状態の時間、閉眼時間、開眼時間など）と口の動き（口が半開、口をすぼめるなど）と
の少なくとも１つに基づいて、運転者の眠気を判定する技術が開示されている。特許文献
２では、取得した２つ以上の表情情報（例えば、左右の口角の距離、眉頭の中点と目頭の
中間点との距離、上まぶたと下まぶた間の距離などを含む）に基づいて、眠気の度合いを
判定するという技術が開示されている。特許文献３では、開眼時間のばらつきと、顔向き
のばらつきとから、眠気を感じる前のぼんやり状態を検出するという技術が開示されてい
る。
【０００３】
　その他、眠気を検出した場合の対策として、車両の搭乗者に覚醒刺激を与える装置が知
られている。例えば特許文献４では、検出された眠気の強度に応じて、提供する覚醒刺激
の強度を調整するという技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２１２２９８号公報
【特許文献２】特開２００９－０４５４１８号公報
【特許文献３】特許第０５４４７６５７号
【特許文献４】特許第０５２２８９７０号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１では、口の動きを利用して眠気を判定しているが、口の動きには様
々な種類（例えば、会話による動き、食事による動き、眠気による動き等）があり、単な
る動きからだけでは正確に眠気を判定できないおそれがある。即ち、口の動きが具体的に
どのような要因によるものかを判定できなければ、眠気を精度よく推定することはできな
いという技術的問題点がある。
【０００６】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、口の動きを利用して眠気を
精度良く推定することが可能な眠気推定装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る眠気推定装置の一態様では、車両の運転者の顔画像を撮像する撮像手段と
、前記顔画像に基づいて、前記運転者の口の動きの継続時間及び周期性の有無を検出する
検出手段と、前記継続時間及び前記周期性の有無に基づいて、前記口の動きの種類を判定
する判定手段と、前記口の動きの種類に基づいて、前記運転者の眠気を推定する推定手段
とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る眠気推定装置の構成を示すブロック図である。
【図２】眠気による口の動きの座標変化の一例を示すグラフである。
【図３】食事による口の動きの座標変化の一例を示すグラフである。
【図４】会話による口の動きの座標変化の一例を示すグラフである。
【図５】第１実施形態に係る眠気推定装置による口の動き種判定動作の流れを示すフロー
チャートである。
【図６】口の動きの種類に基づく眠気推定のルックアップテーブル（その１）である。
【図７】口の動きの種類に基づく眠気推定のルックアップテーブル（その２）である。
【図８】口の動きの種類に応じた覚醒刺激の選択動作の流れを示すフローチャートである
。
【図９】第２実施形態に係る眠気推定装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】第２実施形態に係る眠気推定装置による眠気推定動作の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１１】目の動き及び口の動きの種類に基づく眠気推定のルックアップテーブル（その
１）である。
【図１２】目の動き及び口の動きの種類に基づく眠気推定のルックアップテーブル（その
２）である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して眠気推定装置の実施形態について説明する。
【００１０】
　＜第１実施形態＞
　第１実施形態に係る眠気推定装置について、図１から図８を参照して説明する。
【００１１】
　＜装置構成＞
　まず、第１実施形態に係る眠気推定装置の構成について、図１を参照して説明する。図
１は、第１実施形態に係る眠気推定装置の構成を示すブロック図である。
【００１２】
　図１に示すように、第１実施形態に係る眠気推定装置は、カメラ１００、処理部２００
、及び覚醒刺激部３００を備えて構成されている。



(4) JP 6888542 B2 2021.6.16

10

20

30

40

50

【００１３】
　カメラ１００は、例えば車載カメラであり、車両の運転者の顔（特に、目や口の周辺）
を撮像可能な位置に配置されている。カメラ１００で撮像した画像データは、処理部２０
０に出力される構成となっている。カメラ１００は、後述する付記における「撮像手段」
の一具体例である。
【００１４】
　処理部２００は、例えばＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）等の
コントローラユニットとして構成されている。処理部２００は、口動き検出部２１０、口
動き判定部２２０及び眠気推定部２３０を備えている。口動き検出部２１０は、後述する
付記における「検出手段」の一具体例である。口動き判定部２２０は、後述する付記にお
ける「判定手段」の一具体例である。眠気推定部２３０は、後述する付記における「推定
手段」の一具体例である。処理部２００が備える各部の動作については、後に詳述する。
処理部２００は、車両の運転者の眠気を推定し、その推定結果を覚醒刺激部３００に出力
可能に構成されている。
【００１５】
　覚醒刺激部３００は、車両の運転者に対して覚醒刺激（即ち、眠気を覚ますことを目的
とした刺激）を提供可能に構成されている。覚醒刺激部３００は、処理部２００から出力
された推定結果（即ち、運転者の眠気）に応じて相異なる複数の覚醒刺激を提供する。覚
醒刺激の一例として、音声や音楽の再生、エアコンを利用した送風等が挙げられる。覚醒
刺激部３００は、後述する付記における「提供手段」の一具体例である。
【００１６】
　＜口の動き種＞
　次に、第１実施形態に係る眠気推定装置が運転者の眠気を推定する際に用いる「口の動
き種」について、図２から図４を参照して説明する。図２は、眠気による口の動きの座標
変化の一例を示すグラフである。図３は、食事による口の動きの座標変化の一例を示すグ
ラフである。図４は、会話による口の動きの座標変化の一例を示すグラフである。なお、
図２から図４の各データは、口の１点をランドマークとして、その上下方向の座標（Ｙ座
標）をプロットしたものである
【００１７】
　図２から図４に示すように、口の動きには、何を意図したものかによって相異なる特徴
が存在している。例えば、図２に示す眠気による口の動きは、一時的なものであり、動き
に周期性がない。具体的には、瞬間的に大きく座標が変化するものの、動いていない時間
が比較的多い。図３に示す食事による口の動きは、継続時間も比較的長く、動きに周期性
がある。物を噛む動きは周期的となるためである。図４に示す会話による口の動きは、継
続時間は比較的長いものの、動きに周期性がない（図中の１周期目と２周期目とでは長さ
が異なる）。会話する時の口の動きは、同じ動きを繰り返さないためである。
【００１８】
　第１実施形態に係る眠気推定装置は、運転者の口の動きを、上述した眠気による動き（
図２参照）、食事による動き（図３参照）、会話による動き（図４参照）のいずれかに分
類して、運転者の眠気を推定する。
【００１９】
　＜口の動き種判定動作＞
　次に、第１実施形態に係る眠気推定装置による口の動き種判定動作（即ち、運転者の口
の動き種を判定する動作）について、図５を参照して説明する。図５は、第１実施形態に
係る眠気推定装置による口の動き種判定動作の流れを示すフローチャートである。
【００２０】
　図５に示すように、口の動き種判定動作時には、まず口動き検出部２１０が、カメラ１
００の撮像画像から運転者の口の座標を取得する（ステップＳ１１）。口の座標は任意の
１点をランドマークとして取得してもよいし、複数の点をランドマークとして取得しても
よい。なお、座標検出の具体的な方法については、既存の技術を適宜採用することができ
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るため、ここでの詳細な説明は省略する。
【００２１】
　続いて、口動き検出部２１０は、口の座標の時間変化を記憶する（ステップＳ１２）。
具体的には、口動き検出部２１０は、ｔ＝１の座標、ｔ＝２の座標、ｔ＝３の座標、・・
・、ｔ＝Ｎの座標を順次記憶していく。そして、口動き検出部２１０は、座標の時間変化
が所定値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１３）。なお、ここでの所定値は、口
が動いているか否かを判定するための閾値として予め設定されている値である。口動き検
出部２１０は、例えばｔ＝Ｎの座標と、ｔ＝Ｎ＋１の座標との差が所定値以上となってい
るか否かを判定する。
【００２２】
　座標の時間変化が所定値以上でない場合（ステップＳ１３：ＮＯ）、口動き検出部２１
０は、口の動きはなしと判断し、以降の処理を省略する。この場合、所定期間後に再びス
テップＳ１１から処理が開始されてもよい。一方、座標の変化が所定値以上である場合（
ステップＳ１３：ＹＥＳ）、口動き検出部２１０は、口の動きがあると判断し、口の動き
の継続時間をカウントする（ステップＳ１４）。なお、ここでの継続時間は、所定値以上
の座標変化が連続して検出された回数である。口動き検出部２１０は、例えば座標の変化
が所定値以上となる度にカウント値をインクリメントすればよい。
【００２３】
　続いて、口動き判定部２２０が、口の動きの継続時間が所定時間以上であるか否かを判
定する（ステップＳ１５）。ここでの所定時間は、口の動きが眠気による口の動きである
か否かを判定するための閾値であり、例えば事前のシミュレーション等によって適切な値
が設定されている。口の動きの継続時間が所定時間以上でない場合（ステップＳ１５：Ｎ
Ｏ）、口動き判定部２２０は、口の動きが眠気による口の動きであると判定する（ステッ
プＳ１６）。
【００２４】
　一方、口の動きの継続時間が所定時間以上である場合（ステップＳ１５：ＹＥＳ）、口
動き判定部２２０は、口の動きに周期性があるか否かを判定する（ステップＳ１７）。周
期性の有無を判断する際には、例えば、ｔ＝０の座標とｔ＝Ｎの座標とが一致した場合に
、ｔ＝０からｔ＝Ｎまでの期間を一周期の候補とする。そして、ｔ＝１の座標とｔ＝Ｎ＋
１の座標とが一致するか、ｔ＝２の座標とｔ＝Ｎ＋２の座標とが一致するか、ｔ＝３の座
標とｔ＝Ｎ＋３の座標とが一致するか、・・・を順次判定し、夫々の一致率が所定閾値以
上である場合に周期性ありと判定すればよい。
【００２５】
　口の動きに周期性がない場合（ステップＳ１７：ＮＯ）、口動き判定部２２０は、口の
動きが会話による動きであると判定する（ステップＳ１８）。一方、口の動きに周期性が
ある場合（ステップＳ１７：ＹＥＳ）、口動き判定部２２０は、口の動きが食事による動
きであると判定する（ステップＳ１９）。
【００２６】
　＜眠気推定動作＞
　次に、第１実施形態に係る眠気推定装置による眠気推定動作（即ち、運転者の眠気を推
定する動作）について、図６及び図７を参照して説明する。図６は、口の動きの種類に基
づく眠気推定のルックアップテーブル（その１）である。図７は、口の動きの種類に基づ
く眠気推定のルックアップテーブル（その２）である。
【００２７】
　図６に示すように、眠気推定部２３０は、口動き判定部２２０で判定された口の動き種
に基づいて、運転者の眠気を推定する。具体的には、眠気推定部２３０は、口の動きがな
い場合には、運転者は眠くないと判断する。口の動きが眠気による動きの場合には、運転
者は眠いと判断する。口の動きが食事による動きの場合には、運転者は眠くないと判断す
る。口の動きが会話による動きの場合には、運転者は眠くないと判断する。
【００２８】
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　上記のように、第１実施形態に係る眠気推定装置では、口の動きが検出された場合であ
っても、その動きが眠気による口の動きである場合に眠気があると判断され、食事や会話
による口の動きである場合には眠気があると判断されない。よって、単に口の動きから眠
気を推定する場合と比較すると、精度良く運転者の眠気を推定することが可能である。
【００２９】
　図７に示すように、食事による口の動きに関して、継続時間の長さに応じた眠気の推定
を行うようにしてもよい。具体的には、食事による口の動きが長時間である場合には、運
転者が眠気を覚ますために意図的に食事をしている（例えば、ガムを噛んでいる）と判断
し、眠気があると推定してよい。一方、食事による口の動きが短時間である場合には、運
転者が通常の食事をしていると判断し、眠気がないと推定すればよい。
【００３０】
　食事による口の動きの継続時間を考慮する場合には、例えば口の動きの継続時間が長い
場合に、「ガムか何かを食べているのですか？」や「眠くないですか？」等の質問をし、
運転者による食事が覚醒を意図するものであるか否かを確認するような構成にしてもよい
。
【００３１】
　なお、上述した実施形態では、運転者に眠気があるか否かの二者択一で推定を実行して
いるが、眠気の度合いがより具体的に推定されてもよい。例えば、運転者の眠気が、眠く
ない、やや眠い、眠い、かなり眠い等の複数段階で推定されてもよい。或いは、運転者の
眠気が数値化されてもよい。
【００３２】
　＜覚醒刺激選択動作＞
　次に、第１実施形態に係る眠気推定装置による覚醒刺激選択動作（即ち、運転者に提供
する覚醒刺激を選択する動作）について、図８を参照して説明する。図８は、口の動きの
種類に応じた覚醒刺激の選択動作の流れを示すフローチャートである。
【００３３】
　図８に示すように、眠気を推定した結果（ステップＳ２１）、「眠気なし」或いは「や
や眠い」と推定された場合、覚醒刺激部３００は覚醒刺激を提供しない（ステップＳ２２
）。また、「かなり眠い」と推定された場合、覚醒刺激部３００は、覚醒刺激だけでは眠
気を覚ますことが困難であると判断し、休憩（即ち、運転の停止）を提案する（ステップ
Ｓ２３）。
【００３４】
　一方、「眠い」と推定された場合、覚醒刺激部３００は、口の動き種の判定結果を利用
して（ステップＳ２４）、相異なる覚醒刺激を提供する。具体的には、覚醒刺激部３００
は、口の動きが眠気によるものであった場合、会話システムを利用した運転者との会話を
実行する（ステップＳ２５）。口の動きが食事によるものであった場合、オーディオシス
テムを利用して音楽を再生する（ステップＳ２６）。口の動きが会話によるものであった
場合、エアコンを制御して冷風を提供する（ステップＳ２７）。
【００３５】
　上記のように、運転者の眠気（言い換えれば、口の動き種）に応じて相異なる覚醒刺激
を提供するようにすれば、運転者の眠気を好適に覚ますことが可能である。例えば、口の
動きが食事によるものである場合、覚醒刺激として会話を提供すると、回答が難しく運転
者に鬱陶しい思いをさせてしまうおそれがある。また、口の動きが会話によるものである
場合、覚醒刺激として会話や音楽再生を提供すると、会話が邪魔され運転者に鬱陶しい思
いをさせてしまうおそれがある。しかるに本実施形態に係る眠気推定装置は、眠気の推定
に先立って口の動き種を判定しているため、運転者の現在の状況を正確に判断し、適切な
覚醒刺激を提供することができる。なお、上述した覚醒刺激は一例であり、運転者の眠気
に応じて、他の覚醒刺激が提供されても構わない。また、運転者の眠気に応じて複数の覚
醒刺激が提供されるようにしてもよい。
【００３６】
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　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係る眠気推定装置について、図９から図１２を参照して説明する
。なお、第２実施形態は、すでに説明した第１実施形態と一部の構成及び動作が異なるの
みで、その他の部分については概ね同様である。このため、以下では第１実施形態と異な
る部分について詳細に説明し、他の重複する部分については適宜説明を省略するものとす
る。
【００３７】
　＜装置構成＞
　まず、第２実施形態に係る眠気推定装置の構成について、図９を参照して説明する。図
９は、第２実施形態に係る眠気推定装置の構成を示すブロック図である。
【００３８】
　図９に示すように、第２実施形態に係る眠気推定装置の処理部２００ｂは、第１実施形
態の構成に加えて、目動き検出部２４０及び目動き判定部２５０を備えている。つまり、
第２実施形態に係る眠気推定装置は、口の動きに加えて、目の動きも利用して眠気を推定
することが可能とされている。
【００３９】
　＜眠気推定動作＞
　次に、第２実施形態に係る眠気推定装置による眠気推定動作について、図１０から図１
２を参照して説明する。図１０は、第２実施形態に係る眠気推定装置による眠気推定動作
の流れを示すフローチャートである。図１１は、目の動き及び口の動きの種類に基づく眠
気推定のルックアップテーブル（その１）である。図１２は、目の動き及び口の動きの種
類に基づく眠気推定のルックアップテーブル（その２）である。
【００４０】
　図１０に示すように、第２実施形態に係る眠気推定装置の動作時には、カメラ１００の
撮像画像から、目動き検出部２４０が運転者の目の動き（例えば、瞬きや視線の移動等）
を検出する（ステップＳ３１）。なお、目の動きの具体的な検出方法については、既存の
技術を適宜採用することができるため、ここでの詳細な説明は省略する。
【００４１】
　続いて、目動き判定部２５０が、検出した目の動きから運転者の眠気を暫定的に判定す
る（ステップＳ３２）。具体的には、目動き判定部２５０は、瞬きの速度、瞬きの頻度、
視線の移動速度、視線の移動頻度等から、運転者の眠気を判定する。目の動きに基づく眠
気の判定方法については、既存の技術を適宜採用することができるため、ここでの詳細な
説明は省略する。
【００４２】
　一方、上述したステップＳ３１及びステップＳ３２の処理と並行して又は相前後して、
口動き検出部２１０及び口動き判定部２２０が、口の動き判定処理を実行する（ステップ
Ｓ３３）。即ち、図５のフローチャートで示したように、口の動きの有無及び口の動き種
を判定する。そして、目の動きの判定結果及び口の動きの判定結果に基づいて、眠気推定
部２３０が運転者の眠気を推定する（ステップＳ３４）。
【００４３】
　図１１に示すように、眠気推定部２３０は、目の動きに基づく眠気の判定結果（以下、
適宜「目による眠気判定」と称する）と、口の動き種とに基づいて、最終的な眠気を推定
する。具体的には、目による眠気判定が「眠くない」であり、口の動き種が「なし」であ
る場合には、「眠くない」と推定する。目による眠気判定が「やや眠い」であり、口の動
き種が「なし」である場合には、「やや眠い」と推定する。目による眠気判定が「眠い」
であり、口の動き種が「なし」である場合には、「眠い」と推定する。目による眠気判定
が「かなり眠い」であり、口の動き種が「なし」である場合には、「かなり眠い」と推定
する。目による眠気判定が「眠くない」であり、口の動き種が「眠気による動き」である
場合には、「やや眠い」と推定する。目による眠気判定が「やや眠い」であり、口の動き
種が「眠気による動き」である場合には、「眠い」と推定する。目による眠気判定が「眠
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い」であり、口の動き種が「眠気による動き」である場合には、「かなり眠い」と推定す
る。目による眠気判定が「かなり眠い」であり、口の動き種が「眠気による動き」である
場合には、「かなり眠い」と推定する。目による眠気判定が「眠くない」であり、口の動
き種が「食事による動き」である場合には、「眠くない」と推定する。目による眠気判定
が「やや眠い」であり、口の動き種が「食事による動き」である場合には、「やや眠い」
と推定する。目による眠気判定が「眠い」であり、口の動き種が「食事による動き」であ
る場合には、「眠い」と推定する。目による眠気判定が「かなり眠い」であり、口の動き
種が「食事による動き」である場合には、「かなり眠い」と推定する。目による眠気判定
が「眠くない」であり、口の動き種が「会話による動き」である場合には、「眠くない」
と推定する。目による眠気判定が「やや眠い」であり、口の動き種が「会話による動き」
である場合には、「やや眠い」と推定する。目による眠気判定が「眠い」であり、口の動
き種が「会話による動き」である場合には、「眠い」と推定する。目による眠気判定が「
かなり眠い」であり、口の動き種が「会話による動き」である場合には、「かなり眠い」
と推定する。
【００４４】
　上記のように、口の動き種が「なし」、「食事による動き」又は「会話による動き」で
ある場合には、目による眠気判定の結果がそのまま最終的な眠気として推定される。一方
で、口の動き種「眠気による動き」である場合には、目による眠気判定の結果よりも眠気
が一段階強いものとして推定される。このように、目の動き及び口の動きの両方を利用し
て眠気を推定すれば、目の動きだけ或いは口の動きだけを利用して眠気を推定する場合と
比較して、精度良く眠気を推定することが可能である。
【００４５】
　図１２に示すように、食事による口の動きに関して、継続時間の長さに応じた眠気の推
定を行うようにしてもよい。具体的には、食事による口の動きが長時間である場合には、
運転者が眠気を覚ますために意図的に食事をしていると判断し、目による眠気判定の結果
よりも一段階強い眠気があると推定してよい。一方、食事による口の動きが短時間である
場合には、運転者が通常の食事をしていると判断し、目による眠気判定の結果がそのまま
最終的な眠気として推定されればよい。
【００４６】
　＜付記＞
　以上説明した実施形態から導き出される発明の各種態様を以下に説明する。
【００４７】
　（付記１）
　付記１に記載の眠気推定装置は、車両の運転者の顔画像を撮像する撮像手段と、前記顔
画像に基づいて、前記運転者の口の動きの継続時間及び周期性の有無を検出する検出手段
と、前記継続時間及び前記周期性の有無に基づいて、前記口の動きの種類を判定する判定
手段と、前記口の動きの種類に基づいて、前記運転者の眠気を推定する推定手段とを備え
る。
【００４８】
　付記１に記載の眠気推定装置によれば、口の動きの種類（言い換えれば、どのような要
因で口の動きが生じているか）を判定して、運転者の眠気が推定される。このため、単に
口の動きだけから眠気を推定する場合と比べると、精度良く眠気を推定することが可能で
ある。
【００４９】
　（付記２）
　付記２に記載の眠気推定装置は、前記判定手段は、前記口の動きの種類として、眠気に
よる口の動き、食事による口の動き、又は会話による口の動きのいずれであるかを判定す
る。
【００５０】
　この態様によれば、口の動きが眠気によるものなのか、食事によるものなのか、又は会
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【００５１】
　（付記３）
　付記３に記載の眠気推定装置は、前記判定手段は、（ｉ）前記継続時間が第１所定時間
よりも短い場合に、前記口の動きの種類は前記眠気による口の動きであると判定し、（ｉ
ｉ）前記継続時間が第１所定時間よりも長く且つ前記周期性が有る場合に、前記口の動き
の種類は前記食事による口の動きと判定し、（ｉｉｉ）前記継続時間が第１所定時間より
も長く且つ前記周期性が無い場合に、前記口の動きの種類は前記会話による口の動きと判
定する。
【００５２】
　この態様によれば、口の動きの継続時間と周期性の有無に基づいて、口の動きの種類を
正確に判定できるため、精度良く眠気を推定することができる。
【００５３】
　（付記４）
　付記４に記載の眠気推定装置は、前記推定手段は、前記口の動きの種類が前記食事によ
る口の動きであると判定された場合において、前記継続時間が第２所定時間よりも長い場
合には、前記継続時間が前記第２所定時間よりも短い場合と比べて、前記運転者の眠気が
強い状態であると推定する。
【００５４】
　この態様によれば、食事による口の動きが、眠気を覚まそうとする意思によるものか否
かを正確に判定できるため、精度良く眠気を推定することができる。
【００５５】
　（付記５）
　付記５に記載の眠気推定装置は、前記運転者に対して複数種類の覚醒刺激を提供するこ
とが可能な提供手段と、前記口の動きの種類に応じて相異なる種類の覚醒刺激を提供する
ように前記提供手段を制御する制御手段とを更に備える。
【００５６】
　この態様によれば、眠気に応じた適切な覚醒刺激を提供することができるため、運転者
の眠気を好適に覚ますことができる。
【００５７】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う眠気推定装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　カメラ
　２００　処理部
　２１０　口動き検出部
　２２０　口動き判定部
　２３０　眠気推定部
　２４０　目動き検出部
　２５０　目動き判定部
　３００　覚醒刺激部
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